
別紙

様式第２号の２（第２条関係）

□ 実施します

□ 計画に基づき順次実施します（次年度・時期未定）

☑ 現時点での対応は困難です

□ 基準に満たないため対応できません

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

雲南市防災部防災安全課

回　　　　　　答

島根県畜産技術センター跡地については、現在、
島根県において、島根半島における地震による
孤立発生時に救助・救援活動を円滑に行うため
の、資機材・物流倉庫の整備予定地となっていま
す。そのため、現時点での避難所としての整備は
困難な状況です。

所管部局及び課室
（関係部局及び課室）

要望番号 自治会等名 要　　望　　事　　項

08030101
地域自主組織

下熊谷ふれあい会

　下熊谷住民の避難所として、島根県畜産技術
センター跡地を利用できるように場所の整備を
お願いしたいと思います。
　水害等が起きた時、指定避難所となっている
下熊谷交流センターは浸水等が懸念されま
す。木次中学校等の避難所に向かうには、斐
伊川を渡らないといけません。そういった危険
を冒すより、同じ山側で少しでも高台という立地
の面において当地はふさわしいと考えられま
す。
　ご検討、よろしくお願い致します。


